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研

究

会

記

事

法
学
研
究
会

(
一
九
九
三
年
度
第

一
回
)

▽

一
九
九
三
年
六
月

一
〇
目

(木
)
午
後
三
時
、

一
〇
号
館
会

議
室

《
テ
ー
マ
お
よ
び
報
告
者
》

短
期
留
学
三
ケ
月
雑
感

本
学
専
任
教
授

大
谷
正
義

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
製
造
物
責
任
立
法
の
動
向

本
学
専
任
助
教
授

平
野
裕
之

《
大
谷
正
義
教
授
の
報
告
要
旨
》

短
期
留
学
三
ケ
月
雑
感

ー

ロ
;

ス
ク
ー
ル

(
米
国
)

か
ら
、
北
欧
議

会
、
そ

し
て

強
制
収
容
所

(
ド
イ

ツ
)

ま
で
ー

去
る
六
月

一
〇
日
、
法
学
研
究
会

に
お

い
て
、
私

の
在
外
研
究

(
九

二
年
度
)

に

つ
い
て
報
告

さ
せ
て
い
た
だ

い
た
。

こ
こ
に
、

そ

の
あ

ら
ま
し
を
ま
と
め
て
み
る
。

冒

頭
、
短
期
留
学

の
効
用

に

つ
い
て
、
遊
学

か
な
ら
ず

し
も
無

益
な
ら
ず
、
と
結
論

め
い
た
感

想
を

の
べ
た
。
私

の
場
合
、
米
国

は
別

と
し
て
、
確

た
る
研
究
目
的
や
計
画
も
な

い
ま
ま
、
な

ん
と

な
く
九

ケ
国
を
旅
行

し
た
。
正

に
留

学

な

ら

ぬ
遊

学

だ
。

し
か

し
、
そ

の
割
り
に
収
穫
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
そ

の

時

の
記
録
を
も
と
に
、
帰
国
後

に
あ
れ

こ
れ
考
え
た
り
、
調

べ
た

り
す

る
う
ち

に
、

だ
ん
だ

ん
判

然
と
し
て
く
る
。

ま
あ
、
ざ

っ
と

そ
ん
な
事
情

で
あ

る
。

私

の
日
程
は
六
月

二
三
日
か
ら
九
月

二
五
日
ま

で
の
約
三

ヶ
月

で
、

こ

の
う
ち
は
じ
め
の
約

一
ヶ
月
を
米
国
ジ

ョ
ー
ジ
ア
州

の
ジ

コ
!
ジ
ア
大
学
で
過

ご
し
、
以
後
、
北
欧

(
オ
ラ
ン
ダ
、

ノ
ル
ウ

ェ
ー
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
デ

ン

マ
ー
ク
)

に
五

週
間
、
次

に
中
欧

(
ド
イ
ツ
、

オ

ー
ス
ト
リ
ア
)

に
二
週
間
、
次

に
ギ

リ

シ
ア
に

一
週
間
、
最
後

に

エ
ジ
プ

ト
に

一
〇

日
間
。
研
究

課
題

は
、
米
国

で
は
、
人
身
保
護
法

の
研
究
。
北
欧
諸
国

で
は
、
い

わ
ゆ

る

ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ

ィ
ア

・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー

の
実
態
視
察
。
中

欧

で
は
、
K
Z
(
民
o
ロ
No
9
呂
江
o
ロ
ω・N
Φ
2
吋
知
日
)

と
人
身

の
自
由
。



以
下

に
、

こ
れ
ら
三
点

の
大
筋
を
要
約
し
よ
う
。

鍋叢論律一 法

米

国

人
身
保
護
法

の
運
用
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
。

こ
れ

に
焦

点
を

合

せ
て
、
関
連

の
資
料
を
さ
が

し
た
り
、
研
究
者

や
実
務
家

の
話

を
き

い
た
り
し
た
。
幸

い
夏
休

み
で
大
学
も
学
生
が
少

な

い
の
で

自
由

に
資
料
あ

つ
め
が

で
き
た

し
、

こ
の
方
面

の
権
威
、
W
教
授

を

つ
か
ま
え

る
こ
と
も
で
き
た
。
そ

の
結
果
、
米
国
全
体

の
運
用

状

況
が
、

ほ
ぼ

つ
か
め
た
感
じ
が
し
た
。
あ
と
は
、
細
部

に

つ
い

て
、

さ
ら
に
歴
史
的

な
視
点

か
ら
、
資
料
中
心

に
研
究
を
進

め
た

い
。北

欧

特
有

の
北
欧
民
主
主
義

は
、
次

の
特
色

を
も

つ
。
第

一
、
民
主

主
義

の
基
盤
拡
大
。
選
挙
権
と
投
票
方
法

の
両
面

に
著

し

い
。
第

二
、
国
民
代
表

シ
ス
テ

ム
の
実
質
化
。
議
席
定
数
、

比
例
代
表

の

当
選
者
決
定
手
続
、
少
数
意
見
吸
収

制

度

な

ど

に
明

ら

か
。
第

三
、
情
報
公
開

の

徹

底
。
第

四
、
O
日
ず
房
日
§

制
。
第
五
、
政

党
、
新
聞

へ
の
公
費
補
助
。
し
か
し
、
各
国

の
そ

の
実
績

は
、
ほ

と
ん
ど
信
じ
難

い
と

い
う

ほ
か
な

い
よ
う
な
も

の
で
あ

る
。
投
票

率

の
平
均
約
九
〇

%
、
立
法

の
議
員
提
出
率

一
〇
倍

(
対
政
府
提

出
)
、
女
性
議
員

の
国
会

三
三
、
地
方

三
九

・
六
%

(
ス
ト

ッ
ク

ホ
ル

ム
、

八
七
年
)
、

年
齢

の
国
会
議
員

五

一
歳
、

内
閣

五
〇

・

九
歳

(
パ
ル

メ
政
権
)
、

議
員

の
鮮
度
、

二
〇
年
以
上
在
職

三

・

七
%
、

一
〇

年

以

下

七
〇

・
二
%
、

新

人

二
四

・
九
%

(
八
三

年
)
。

し
か
し
、

そ

れ

に
も

ま

し

て
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
が

一
五
〇
年

間
、

不
戦
を
維
持

し
、
非
同
盟

・
中
立
政
策

を
堅
持

し
た
実
績

こ

そ
、

ス
カ
ン
ジ

ナ
ヴ

ィ
ア

・
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
輝

か
し
い
成
果

で

あ

ろ
う
。

ド
イ
ツ

八
月

の
終

り
近
く
、
ベ

ル
リ

ン
郊
外

の

心力
碧
庁
留
目
言
口
留
口
呂
o
・

日
o
江
巴

O
o
馨
器

を
見
学
し
た
。
比
較
的

に
保
存
状
態
が

い
い
と

き

い
た

の
で
、

レ
ン
タ
カ
ー
を
走

ら
せ
た
が
、
強
烈

な
衝
撃

に
打

た
れ
、
そ
れ
は
今
も
続

い
て
い
る
。
米
国

や
北
欧
も
そ
う
だ
が
、
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こ
こ
は
特

に
映
像
か
ら
生
ず

る
イ

ン
パ
ク
ト
の
力
が
物

を
言
う
。

生
体
実
験
室
、
ガ

ス
室
、
焼
却
場
な
ど
、
次

々
に
展
開
す
る
生

々

し

い
映
像

に
か
ぶ
せ
て
、

こ
の
強
制
収
容
所

の
成
り
た
ち
か
ら
、

そ

こ
で
犠
牲

と
な

っ
た
約

】
○

万
人

の
運
命

ま

で
、
さ
ら

に
K
Z

の
全
体
状
況
か
ら
、
そ
れ
を
生

み
だ
し
た

ナ
チ
ズ

ム
の
政
治

・
法

体
制

ま
で
、

を
要
約
的

に
の
べ
た
。

以
上
、
約

一
時
間

の
報
告

の
特
徴
は
、
そ

の
ほ
と
ん
ど

の
部
分

を
ヴ

ィ
デ
オ
映
像

に
よ

っ
た
こ
と

で
あ

る
。

ロ
ー

ス
ク
ー

ル

・
ラ

イ
ブ

ラ
リ
ー
の
全
米
有
数
を
誇
る
充
実

ぶ
り
、
北
欧

の
明

る
く
小

綺

麗
な
各
議
会

の
雰

囲
気
、
K
Z

に
残

る
悪
夢

の
よ
う

な
ナ
チ
ズ

ム
の
狂
気
。
ど
ん
な
言
葉
も
、
百
万
語

の
し

ゃ
べ
り
も
、

一
片

の

イ

メ
ー
ジ

に
如

か
な

い
。
百
聞
は

一
見

に
如

か
ず
。
私

の
報
告

の

言
葉

の
部
分
は
、
そ

の
意
味

で
、
蛇
足

で
し
か
な
か

っ
た

よ
う
で

あ

る
。
(
当
日
ご
出
席

の
皆
様

に
篤
く
感
謝
申
し
あ
げ

る
。
)

《
平
野
裕
之
助
教
授
の
報
告
要
旨
》

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
製
造
物
責
任
立
法
の
動
向

一

は
じ
め
に

報
告
内
容
の
詳
細
は
、
別
に
法
律
論
叢
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ

る
の
で
そ
ち
ら
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
単
に
こ
れ
ま
で
の
経
過
の
概

要
を
時
系
列
に
従

っ
て
示
す
に
止
め
る
。

二

現
行
法

フ
ラ
ン

ス
で
は
既

に
判
例
法

に
よ
り
厳
格

な
責
任
が
実
現

さ
れ

て
い
る
の
で
、
立
法

の
意
義

は
あ
ま
り
な

い
。
敢
え

て
立
法

の
意

義
を
あ
げ

る
な
ら
ば
、
①

こ
れ

ま
で
、
暇
疵
担
保
責
任

(
こ
れ
が

中
心
を
な
す
)
、

一
般

の
契
約
責
任
、
無
生
物
責
任
、

一
般

の
不
法

行
為
責
任
と
、

つ
ぎ

は
ぎ
的
な
複
雑
な
状
況

で
あ

っ
た
の
を
統

一

し
、
単
純
化

・
明
確
化
し
う
る

こ
と
、
②
暇
疵
担
保
責
任

に

つ
い

て

の
二

つ
の
難
点

(
④
速
か

に
行
使
す
る

こ
と
、
⑤

暇
疵
が
製
造

者

の
手
を
離

れ
た
時

で
既
に
存
在
し
た

こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と
)
が
改
善

さ
れ

る
こ
と
に
あ

る
。


